
国
民
健
康
保
険
制
度
の
見
直
し

　
市
町
で
運
営
し
て
い
た
国
民

健
康
保
険
は
、
「
年
齢
構
成
が

高
く
、
医
療
費
が
高
額
」
「
所

得
水
準
が
低
く
保
険
料
（
税
）

の
負
担
が
重
い
」
「
財
政
基
盤

が
弱
く
、
制
度
運
営
が
困
難
な

市
町
も
あ
る
」
と
い
う
構
造
的

な
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

国
民
皆
保
険
を
将
来
に
わ
た
っ

て
守
り
続
け
る
た
め
、
４
月
か

ら
広
島
県
と
市
町
で
共
同
運
営

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

見
直
し
に
よ
る
３
つ
の 

主
な
変
更
点

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
広
島
県

も
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
と

な
り
ま
す
。
保
険
証
の
発
行
や

保
険
料
（
税
）
の
賦
課
・
徴
収

な
ど
は
、
引
き
続
き
府
中
市
が

行
い
ま
す
。

主
な
変
更
点

①�

保
険
証
に
「
広
島
県
」
と
記

載
さ
れ
ま
す
。

②�

70
歳
以
上
の
人
に
交
付
さ
れ

て
い
る
高
齢
受
給
者
証
が
、

保
険
証
と
一
体
化
さ
れ
１
枚

に
ま
と
ま
り
ま
す
。

③�

８
月
１
日
が
保
険
証
の
更
新

日
と
な
り
ま
す
。

◎
70
歳
以
上
の
人
へ

　

今
ま
で
保
険
証
と
一
緒
に
お

持
ち
い
た
だ
い
て
い
た
高
齢
受

給
者
証
は
保
険
証
と
一
体
化
と

な
る
た
め
７
月
31
日
で
廃
止
と

な
り
ま
す
。
負
担
割
合
（
１
割

・
２
割
・
３
割
）
は
保
険
証
に

記
載
さ
れ
る
の
で
病
院
へ
受
診

さ
れ
る
際
は
、
保
険
証
の
提
示

を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
証
の
色
も 

毎
年
変
わ
り
ま
す

　

保
険
証
の
色
が
平
成
30
年
度

以
降
に
、
紫
→
水
色
→
オ
レ
ン

ジ
の
順
で
変
わ
り
ま
す
。
平
成

30
年
８
月
１
日
に
交
付
す
る
保

険
証
は
、
紫
で
す
。
ま
た
、
今

ま
で
簡
易
書
留
で
送
付
し
て
い

ま
し
た
が
、
８
月
更
新
分
か
ら

直
接
受
け
取
り
が
不
要
な
普
通

郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

認
定
証
は
毎
年
更
新
で
す
！ 

忘
れ
ず
に
申
請
し
ま
し
ょ
う

　

限
度
額
適
用
認
定
証
と
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。
認

定
証
は
自
動
更
新
さ
れ
ま
せ
ん
。

８
月
以
降
も
必
要
な
人
は
更
新

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
の

滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
交

付
で
き
ま
せ
ん
。

持
参
す
る
も
の　
保
険
証
、
印
鑑

70
歳
以
上
の
高
額
療
養
費
の 

上
限
が
細
分
化
さ
れ
ま
す

　

８
月
か
ら
次
の
表
の
よ
う
に

高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更

に
な
り
ま
す
。
所
得
に
応
じ
た

負
担
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先　　
　健康医療課医療保険係
　（市役所内・☎４３-７１４２）

国民健康保険制度の
見直しと変更点

都道府県での保険料（税）負担の公平な支え合い

　新しい財政運営の仕組みにより、市町村の財政
は従来と比べて大きく安定するとともに、都道府
県が市町村ごとの標準保険料率を提示することに
より市町村間で比較できるようになります。

サービスの拡充と保険者機能の強化

　市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康
づくりを進めるためのさまざまな働きかけを行い、
地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者
と連携・協力した取組を進めます。

国民健康保険制度の見直しによる効果

平成30年８月診療分からの高額療養費の上限

適用区分
　 外来＋入院

（世帯ごと）外来

現役並み所得者

Ⅲ　課税所得690万円以上 ２５２,６００円＋（医療費－８４２,０００円）×１％
※多数回１４０,１００円。

Ⅱ　課税所得380万円以上 １６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％
※多数回９３,０００円。

Ⅰ　課税所得145万円以上 ８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％
※多数回４４,４００円。

一般 １８,０００円※年間上限１４４,０００円。 ５７,６００円※多数回４４,４００円。

非課税世帯Ⅱ
８,０００円

２４,６００円

非課税世帯Ⅰ １５,０００円

※過去12か月以内に（外来＋入院）が３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が
変わります。また、県内で引っ越しした場合、引っ越し前と同じ世帯であると認められると通算される場合があります。

細分化さ
れた区分

新しい保険証の
イメージ
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